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●前回の協議会で、「広報活動については、自然再生活動に支障を来すものでなければ、非公式で小さなものをどんどん

始めていくことを了承する」 となりましたが、実行にあたってのルールが必要であるため、その案を考えてみました

ので、ご検討ください。

【基本条件】
・自然再生活動に支障を来すものでなけれ

ば了承する
・実施した場合は報告を必須とする。

所要1-2週間程度想定
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＜所要時間の例＞
・事務局に月曜15時までに企画案着 ⇒ 委員に発送
・各委員に企画案が水曜着
・金曜までに各委員は事務局へ賛否回答
⇒ 1回の賛否確定に最短1週間程度

＜回答方法（案）＞
①賛否
②否定の場合のみ
③その他

＜判定基準（案）＞
①過半数で決定
②３／４以上の賛成の場合は可
③その他


